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江東区マンション管理適正化推進計画（素案） 

意見募集結果 

 

１ 実施期間 

  令和５年９月２１日（木）から１０月２５日（水）まで 

 

２ 意見の提出方法 

  ・郵送 ・ファックス ・区ホームページ ・メール 

・住宅課窓口への提出 

 

３ 提出件数 

 ① 総数   ３件 

 ② 提出方法別内訳 

    ファックス      ２件 

    区ホームページ    １件 

     

 

参考１
令和５年１２月１８日 

都 市 整 備 部 住 宅 課 
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４ 意見要旨と区の考え方 

番号 意見（要旨） 区の考え方 

１ ①別紙３管理計画の認定基準５防災対

策にて③入居者の３日分以上の飲料

水・食料・簡易トイレを備蓄している

ことが基準となっているが、この基準

を満たす管理組合は少ないと思われ、

この基準を設けるのであれば、区が管

理組合に対して相応の支援を行うべ

き。 

 

 

 

 

②別紙３管理計画の認定基準６地域コ

ミュニティ⑴にて管理組合と地域コミ

ュニティとの良好なコミュニティの形

成について基準を設けているが、平成

２８年３月に改正されたマンション標

準管理規約では、国土交通省のコメン

トとして、コミュニティ形成は「建物

並びにその敷地及び付属施設の管理の

範囲内で行われる限り」と記載はある

が、条文からはコミュニティ形成とい

う文言は削除されている。 

管理組合と町会・自治会は別組織であ

るため、管理組合が町会・自治会に相

談すると、町会・自治会に加入するこ

とを求められ、居住者の合意形成が得

られないことから、コミュニティ形成

を認定基準とすることの削除を求め

る。 

①江東区がこの度改定した江東区地域

防災計画では、災害予防対策としてマ

ンション防災における自助・共助の構

築を新たにするなど東京都と連携し、

防災力の強化を進めます。 

同計画では家庭内で最低３日分の備蓄

を基準として推進していることから、

備蓄に関する認定基準でも、防災意識

向上の観点で同等の基準を設定してお

り、認定にあたっては居住者ごとの備

蓄により満たしている場合も適合とみ

なす考えです。 

②区では地域コミュニティに関する基

準について、マンション内外とのコミ

ュニケーション増進に向けた第一歩と

するために、独自基準として設けまし

た。 

認定基準６は、庁内検討や有識者会で

の議論を踏まえ、認定の取得を促し、

かつ地域コミュニティ醸成への意識づ

けを図るため、ハードルを高くしすぎ

ないといった観点で、設定をいたしま

した。 

２ 新旧沢山のマンションが増えており、

地域での環境が変わりつつある。色々

と制限があるのもわかるが、現状にあ

管理計画認定の基準については、国で

定めた基準と区の独自基準で構成され

ていますが、独自基準については区の
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った対応をお願いしたい。 喫緊の課題である防災と地域コミュニ

ティの意識付けを促す観点から設定し

ました。今後とも社会情勢の変化等に

柔軟に対応するため、必要に応じ見直

しを図ります。 

３ ①この計画は効果的な施策を実施する

ためと書かれているが、マンションの

持続可能な維持管理による区民の福利

に供する等目的は明確に描くべき。そ

のための実態調査であるべきで、管理

状況の把握が目的ではないと思われ

る。 

②マンション実態調査の結果では江東

区は全国平均に対して頑張っているよ

うに見えるが、素案１５ページの長期

修繕計画の計画年数では、全国は３０

年以上が６０％に対して、江東区は

３．６％になっている。数字の間違い

ではないか。 

 

 

③素案３２ページの管理計画認定制度

ですが、誰が認定するのか書かれてい

ない。区がと言っても判定するのは誰

になるか。 

④別紙３管理計画の認定基準１管理組

合の運営で⑴管理者等が定められてい

ることとあるが、等とは具体的に何を

指すのか。 

 

 

 

 

⑤別紙３管理計画の認定基準５防災対

策で③入居者の３日分以上の飲料水・

食料・簡易トイレを備蓄していること

①計画素案第１章１の表題を「計画策

定の背景と目的」に変更し、本文内で

目的を「区独自の地域性を踏まえたマ

ンション管理適正化を効果的に推進す

ること」といたします。 

 

 

②全国の数字は、平成３０年度に国土

交通省が実施したマンション総合調査

結果のもので、江東区の数字は、令和

３年度に江東区が実施したマンション

実態調査の結果となります。設問の表

現により回答者の捉え方が異なる場合

もあることから、今後の調査ではでき

るだけ差異が生じることのないよう検

討してまいります。 

③認定審査は区において行い、区長が

管理計画認定通知書を交付いたしま

す。 

 

④区分所有者法第２５条第１項（同法

第６６条において準用する場合を含

む。）の規定により選任された管理者又

は区分所有法第４９条第１項（同法第

６６条において準用する場合を含む。）

の規定により置かれた理事をいいま

す。一般的には管理組合の理事長がこ

れにあたります。 

⑤江東区がこの度改定した江東区地域

防災計画では、災害予防対策としてマ

ンション防災における自助・共助の構
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とありますが、大型マンションでは、

飲料水、食料、簡易トイレを管理組合

で備蓄するにはスペース上、置場に無

理がある。小さなマンションでは可能

だろうが既存の大型マンションでは無

理があると思われる。 

 

 

 

⑥別紙３管理計画の認定基準７その他 

で⑴組合員名簿、居住者名簿を備えて

いるとあるが、組合員名簿、居住者名

簿とは具体的にどのようなものを指す

のか。届出書をファイルしてあるもの

でよいのか。 

 

 

築を新たにするなど東京都と連携し、

防災力の強化を進めます。 

同計画では家庭内で最低３日分の備蓄

を基準として推進していることから、

備蓄に関する認定基準でも、防災意識

向上の観点で同等の基準を設定してお

り、認定にあたっては居住者ごとの備

蓄により満たしている場合も適合とみ

なす考えです。 

⑥組合員名簿は区分所有法上の区分所

有者、居住者名簿は実際にマンション

に居住している者についての名簿とな

り、各々一括して参照できれば書式等

形式は問いません。なお、管理計画の

認定申請時には、名簿自体の提出は想

定しておらず、名簿を備え年１回以上

更新していることに関する表明保証書

等を提出することとなります。 

 


